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【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年12月18日 

【事業年度】 第126期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

【会社名】 株式会社クラレ 

【英訳名】 KURARAY CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  和久井 康明 

【本店の所在の場所】 岡山県倉敷市酒津1621番地 

  
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行

っている。） 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 

【電話番号】 東京６７０１局１０７８番 

【事務連絡者氏名】 ＣＳＲ本部長  吉野 博明 

【縦覧に供する場所】 当社東京本社 

（東京都千代田区大手町１丁目１番３号） 

当社大阪本社 

（大阪市北区梅田１丁目12番39号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜１丁目８番16号） 



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月20日に提出いたしました第126期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(8）ストックオプション制度の内容 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

  

 



第一部【企業情報】 
  

第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(8）【ストックオプション制度の内容】 

（中略） 

（訂正前） 

 会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

  

 

決議年月日 
平成18年６月28日定時株主総会決議
平成19年５月16日取締役会決議 
平成19年６月４日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役  10名
当社執行役員 11名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 56,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり １

新株予約権の行使期間 

自 平成19年６月６日
至 平成34年６月５日 
ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業
日を最終日とする。 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員に
ついては執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日（以下
「権利行使開始日」という。）から10日間に限り、新株予約権を
行使することができる。 

② 上記①に関わらず、新株予約権者が平成34年５月６日に至るまで
に権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上
記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予
約権を行使することができるものとする。 

③ 株主総会又は取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で
取得することとした場合（注）には、その無償取得日以前の、別
途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行
使することができるものとする。 

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる
「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を
行使できるものとする。 

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

  
（注）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割

契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換
契約若しくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承
認された場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する
当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社の取締役会が別途
定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全て
を無償で取得することができる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による
承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 

－



（訂正後） 

 会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

 （注１）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下

「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権（以下「残存新株

予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会

社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

 

決議年月日 
平成18年６月28日定時株主総会決議
平成19年５月16日取締役会決議 
平成19年６月４日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役  10名
当社執行役員 11名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 56,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり １

新株予約権の行使期間 

自 平成19年６月６日
至 平成34年６月５日 
ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業
日を最終日とする。 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員に
ついては執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日（以下
「権利行使開始日」という。）から10日間に限り、新株予約権を
行使することができる。 

② 上記①に関わらず、新株予約権者が平成34年５月６日に至るまで
に権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上
記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予
約権を行使することができるものとする。 

③ 株主総会又は取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で
取得することとした場合（注）には、その無償取得日以前の、別
途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行
使することができるものとする。 

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる
「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を
行使できるものとする。 

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

  
（注）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割

契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換
契約若しくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承
認された場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する
当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社の取締役会が別途
定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全て
を無償で取得することができる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による
承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 

（注１）



② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式１株当たりの再編後払込金額を１円とし、これに上記③に従って決

定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権の行使期間 

組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額 

会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

上記「新株予約権の行使の条件」の（注）に準じて決定する。 

⑨ その他の新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

  


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部企業情報
	第４提出会社の状況


	１株式等の状況
	(8）ストックオプション制度の内容



	pageform1: 1/5
	pageform2: 2/5
	form1: EDINET提出書類  2007/12/18 提出
	form2: 株式会社クラレ(263005)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/5
	pageform4: 4/5
	pageform5: 5/5


